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〜メガバンクら銀行、森林リスク産品に3070億ドルの資金提供〜 

森林破壊・生物多様性損失・気候カオス・権利侵害を加速 
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米環境NGOレインフォレスト・アクション・ネットワーク（本部サンフランシスコ、以下、

RAN）を含む8団体で構成する「森林と金融」連合は、第28回国連気候変動会議（COP28）で

「金融」がテーマである4日、新報告書「生物多様性崩壊をもたらす金融業務：熱帯林破壊を

助長する銀行と投資家の追跡」を発表しました。本報告書は、大手金融機関が熱帯林地域にお

ける森林破壊、生物多様性の損失、気候変動、人権侵害をいかに助長しているかについて包括

的に考察するもので、分析の結果、銀行がパリ協定締結以降の2016年から2023年9月、熱帯林

破壊に関係している高リスク林業・農業企業に3070億ドル以上の資金を提供していることを明

らかにしました。この結果は、世界の大手銀行と投資家の掲げる森林関連ESG方針が、森林と

生物多様性の広範かつ継続的な損失を防止できていないことを示しています（注1）。 
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表「森林リスク産品への融資・引受額 上位20銀行」（2016-2023年9月、単位：百万米ドル） 

*森林リスクセクター約300社（東南アジア、ラテンアメリカ、中央・西アフリカ）への融資・引受額、

傾向。日本のメガバンクはみずほ（8位）、MUFG（12位）、SMBC（17位）。 

 
 

 

本報告書「生物多様性崩壊をもたらす金融業務：熱帯林破壊を助長する銀行と投資家の追跡」

は、世界の熱帯林破壊の大部分を引き起こしている「森林リスク産品」セクターの6品目（牛

肉、パーム油、紙パルプ、ゴム、大豆、木材）に携わる約300社の森林部門事業に対する商業

資金の流れを概説・分析しています。報告書では、森林リスク産品セクターへの融資・引受と



債券・株式保有において、どの銀行と投資家が最も大きな役割を果たしているかを明らかにし

ています。森林破壊を引き起こすリスクの高い銀行、つまり資金提供額上位30行のなかには、

ブラジルやインドネシアなどの熱帯林諸国の大手銀行や、米国、欧州連合（EU）、日本、中国

といった輸入および財政的に重要な管轄区域の大手銀行が含まれます。 

 

報告書では同時に、影響の大きいセクターへの投資に適用される方針の内容についても評価し

ています。100を超える銀行と投資家の投融資方針を、環境・社会・ガバナンス（ESG）関連

基準の38項目に基づき採点しています。残念ながら平均評価は100点満点中わずか17点と低く

、30点以上の評価を受けた銀行と投資家は20社のみで、50点を超えた銀行はわずか2行でした

。森林リスク産品セクターに提供される資金の量と、甚大な森林破壊と権利侵害の防止措置で

ある投融資方針との間に大きな隔たりがあることが明白になりました。 

 

報告書で明らかになったのは、森林リスク産品への資金提供者のトップはブラジル銀行とブラ

デスコ銀行です。両行は主にブラジルの牛肉セクターと大豆セクターに融資していますが、森

林伐採と権利侵害を防止するための最低限の方針しかありません。米ウォール街の巨大金融機

関であるJPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、シティグループは紙パルプやパー

ム油セクターに多額の資金を提供していますが、各行の森林ESG方針は弱く、森林や生物多様

性、人権を保護できていません。バンク・オブ・アメリカは100点満点中22点、シティグルー

プは37点、JPモルガンはわずか15点と評価され、3社とも極めて低い評価となりました。 

 

日本の金融機関は紙パルプとパーム油に多くの資金を提供しています。メガバンクではみずほ

フィナンシャルグループが約74億ドルと最も多く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（

MUFG、約58億ドル）、SMBCグループ（約46億ドル）と続き、3行ともトップ20銀行に入り

ました（表を参照）。方針評価については、日本の金融機関の平均得点は21点で、インドネシ

アやマレーシアの金融機関よりも低い評価となりました。日本の金融機関の方針は総じて環境

・社会面よりもガバナンスに関して強い傾向にあります。みずほが38点で最も高く、SMBCが

36点、野村グループが27点、MUFGが24点、三井住友トラスト・グループ（22点）、年金積立

金管理運用独立行政法人（GPIF）は2点、公立学校教職員共済組合は0点でした（注2）。 

 



また今回の調査結果は、主要な管轄区域において金融機関に強固な規制が適用されることが緊

急に必要であることも浮き彫りにしています。報告書は、各国政府と金融機関が、パリ協定第

2条1(c)と「昆明・モントリオール生物多様性枠組（GBF）」のターゲット14と15の下で、気

候変動と生物多様性に関する公的目標を達成すべく資金の流れを調整する責任を負っていると

強調しています。しかし調査データによると、パリ協定締結後の2016年から2023年9月までの

間、年間の融資・引受総額と投資総額は多少変動しているものの、森林リスク産品の継続的な

生産拡大を促進している資本には減少傾向が見られないことを示しています。 

 

「森林と金融」コーディネーターのメレル・ヴァン・ダー・マークは、「多くの人は、環境犯

罪に関与している企業に金融機関が融資することが、ほとんどではないにせよ、多くの地域で

法的に問題がないことを知ればショックを受けるでしょう。今回の調査結果は、国連のPRI（

責任投資原則）やPRB（責任銀行原則）のような持続可能性イニシアティブに加盟している金

融機関や、ネットゼロ（注3）を誓約している金融機関が、これらの目標の達成を不可能にし

てしまうような企業に融資を続けているという、明らかな偽善を示しています。金融機関に独

自のESG基準を設定するよう任せるだけでは、資金の流れを持続可能なビジネス慣行へ転換さ

せるには不十分です。最終的には各国政府が、社会と私たちみんなが依存している生態系を守

るために必要な政策と罰則措置を講じる必要があります」と強調しました。 

 

本報告書は資金の流れを記録し、森林セクター方針を分析することに加え、こうした資金がブ

ラジルのアマゾンやインドネシアの森林とコミュニティに与えている負の影響を示す事例もい

くつか紹介しています。今回の調査によって、森林破壊企業４社（JBS、カーギル、ロイヤル

・ゴールデン・イーグル（RGE）、シナルマス・グループ）が、社会・環境面での負の影響に

広く関係し、長期にわたり常習的に悪質行為を行ってきたにもかかわらず、何十億ドルもの資

金を集め続けていることが明らかになっています。4社が関係する社会・環境被害は、何年に

もわたって続いているものが多く、多くの記録が残っています。 

 

報告書は結論として、金融規制当局と金融機関が社会と私たち人類が依存している生態系を守

るために必要な公正な移行を促進するよう、国際的な公共政策の目標に沿って、資金の流れを

調整する緊急措置を講じる必要があると述べています。そのために「森林と金融」連合は金融

セクターに、以下の5つの基本原則を採用するよう求めています：1）生物多様性の損失の停止



と回復、2）先住民族と地域コミュニティの権利尊重と優先、3）公正な移行の促進、4）生態

系の完全性（インテグリティ）確保、5）セクターや課題、金融サービス全般にわたって、気

候変動・生物多様性・権利尊重の様々な機関目標と整合させること。 

 

 

「森林と金融」は、キャンペーン活動や草の根活動、調査活動を行う団体の連合体であり

、レインフォレスト・アクション・ネットワーク（RAN）、TuK インドネシア、プロフン

ド(Profundo)、アマゾン・ウォッチ、レポーターブラジル、バンクトラック、サハ

バット・アラム・マレーシア（国際環境NGO FoE Malaysia）、FoE USによって構成されてい

ます。 

 

 

注1）報告書全文「「生物多様性崩壊をもたらす金融業務（Baking on Biodiversity Collapse）

」（英語） 

https://forestsandfinance.org/banking-on-biodiversity-collapse/ 

 

『森林と金融』は、東南アジア、ラテンアメリカ、中央・西アフリカにおける紙パルプやパー

ム油など森林リスク産品への資金流入を包括的に分析したオンラインデータベース。金融商品

、銀行・投資機関、国・地域、企業グループ、年、部門別に検索が可能。 

 

●対象事業地域：世界三大熱帯林地域である東南アジア、ラテンアメリカ（アマゾン）、中央

・西アフリカ（コンゴ盆地） 

●対象産品：牛肉、パーム油、紙パルプ、天然ゴム、大豆、木材（森林リスク産品） 

●対象期間：融資・引受は2016年から2023年9月、債券・株式保有は2023年9月時点 

 

 

注2）方針評価の方法論（英語） 

 

熱帯林生物群系における森林リスク産品セクターに関係する大手金融機関100社以上を対象に

、環境・社会・ガバナンス（ESG）関連基準38項目を自社の投融資方針に盛り込んでいるかに

ついて評価した。この基準項目は、国際的な合意やベストプラクティス（最良の手法や事例）

から導き出したもので、金融機関は取引先や投資先がこれらの基準を満たすよう確保すること

https://forestsandfinance.org/banking-on-biodiversity-collapse/
https://forestsandfinance.org/wp-content/uploads/2023/11/Forests-Finance-Policy-Assessment-Methodology-and-Guidance-2311-1.pdf


で、ESG問題への加担を回避することが可能になる。日本からはメガバンク3行、三井住友ト

ラスト・グループ、野村グループ、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、公立学校共済

組合が含まれる。 

  

評価基準38項目の概要：  

●環境分野（12項目）：森林破壊禁止の誓約、天然林や自然生態系の転換禁止の誓約。泥炭地

、湿地、高保護価値（HC）林、保全地域、高炭素貯留（HCS）地域に関する具体的な項目。

管理、汚染、農薬、温室効果ガス排出に関する項目など。 

 

●社会分野（11項目）：土地権の尊重、「自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意

」（FPIC）に関する権利の尊重、先住民族や地域コミュニティの広範な経済的・文化的権利の

尊重。人権デュー・ディリジェンス・プロセス、モニタリング・システム、苦情処理メカニズ

ムの確立。強制労働、児童労働、生活賃金、労働基本権に関する項目など。 

 

●ガバナンス分野（15項目）：融資先企業のガバナンスに関する項目（汚職、租税回避、土地

権の合法性の証明、環境・社会影響評価、サプライチェーンの透明性とトレーサビリティ（追

跡可能性）、事業管理地の地図など）。金融機関自身のガバナンスに関する項目（取締役会に

よる監督と報酬体系、方針の実施、苦情処理メカニズム、投融資の透明性など）。 

  

評価は森林リスク産品の6品目別、および投融資に関して行われた。これらの詳細な評価は、

金融機関の投融資ポートフォリオにおける各産品の相対的な重要性に基づいて加重平均の上、

総合評価としてまとめた。 

 

 

注3）温室効果ガスの排出量を、吸収量や除去量と合わせて、全体で正味ゼロにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


